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新型コロナウイルス感染拡大防止

営業時間短縮協力金のご案内
新型コロナウイルス感染拡大防止

営業時間短縮協力金のご案内

営業時間短縮協力金コールセンター TEL：028-651-3707

Ver.1.0

第４弾

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、栃木県は、以下の地域の飲食店
の皆様に、営業時間短縮（営業時間は５時から20時まで、酒類の提供は11時から
19時まで）への御協力をお願いしました。
この要請に応じた事業者に対し、協力金を支給します。

対象期間

令和３年８月２日(月)20時～令和３年８月22日(日)24時までの全21日間

対象地域

宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、日光市、小山市、真岡市の７市

対象店舗

通常20時から翌朝５時までの夜間時間帯に営業していた飲食店
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象外です。
・テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
・自動販売機（自動販売機内で調理を行うホットスナックなど）
・ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合
・不特定多数が出入りすることができない場合 等

１日当たりの協力金額

1日当たりの売上高 1日当たりの協力金額

8万3,333円以下 2.5万円

8万3,333円超～25万円以下 1日当たりの売上高×0.3

25万円超 7.5万円

○個人事業主・中小企業【売上高方式】

※中小企業等も選択可○大企業【売上高減少額方式】

※1日当たりの売上高＝前年又は前々年の8月の売上高÷31
※1日当たりの売上高減少額＝（前年又は前々年の8月の売上高-令和3年8月の売上高）÷31
※売上高とは、「飲食業の売上高」とし、消費税及び地方消費税を除いた額とします。

・１日当たりの売上高減少額×0.4

（上限）
20万円 又は １日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額

（イメージ図）



申請方法

申請要件

１ 対象地域内に対象店舗を有すること。
２ 対象店舗に係る食品衛生法に基づく営業許可証（飲食店及び喫茶店に係る許可に限る。）に記載

されている営業者であること。
３ 令和３年７月29日より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。

また、当該許可の有効期限が令和３年８月22日以降であること。
４ 対象店舗において、通常20時から翌朝５時までの時間帯に営業を行っていた事業者が、対象期間の

全期間５時から20時までの間に営業時間を短縮（休業を含む。）すること。
５ 酒類を提供する店舗においては、酒類の提供時間を11時から19時までの間とすること。
６ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
７ 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、「取組宣言書」等を掲示していること。
８ 「『新型コロナ感染防止対策取組宣言』飲食店のチェックシート」に従って感染防止対策の徹底を

図るとともに、店舗内の従業員の目に触れやすい位置に提示していること。
９ 「会話する＝マスクする（カイワスルハマスクスル）」運動に賛同し、チラシを店舗内の利用者の

目に触れやすい位置に提示していること。
10 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

○申請受付期間：令和３年８月12日（木）～令和３年９月30日（木）

申請書類等詳細については、栃木県ホームページをご確認ください。
http://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/4thkyoryokukin.html

お問い合わせ先

○申請書配布先【８月６日（金）から配布予定】
・県庁本館2階県民プラザ及び各県民相談室
・対象地域の市役所
・宇都宮市の地区市民センター・出張所・市民活動センター
・対象地域の各商工会議所・商工会及び中小企業団体中央会
※平日は、各窓口の業務時間内での配布となります。
※土日祝日はバンバ出張所で午前10時から午後7時までの配布となります。

○申請方法
インターネット又は郵送を予定しています。
準備ができ次第、ご案内します。

栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター【8月3日開設予定】
（電話番号）０２８－６５１－３７０７

（受付時間）午前９時から午後５時まで(土日・祝日も受け付けしています。)



郵送又はインターネットにより申請してください

〒320－0075 栃木県宇都宮市宝木本町1141

栃木県地域企業応援一時金受付事務局申 請 先

お問合せ先
栃木県地域企業応援一時金サポートセンター
📞028-666-7111 受付時間：午前9時～午後5時（土日・祝日除く）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、厳しい経営状況にある事業者の皆
様に対し、応援一時金を支給します。

支給要件 ※次の全てに該当すること

支給限度額 ※１事業者１回限り

20万円中小法人等 個人事業者等 10万円
支給額 ＝〔（基準月の売上高）ー（対象月の売上高) 〕× ２

支 給 額 対象月：令和3年4月又は5月のうち、前年同月比又は前々年同月比で売上高が50％以上減少している任意の月
基準月：前年又は前々年における対象月と同じ月

● 栃木県内に主たる事業所を有していること
● 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
● 令和３年４月又は５月の売上高が、前年同月比又は前々年同月比で50％以上減少していること
● 次の(ア)～(オ)のいずれかに該当するものであること
（ア）飲食店を営む事業者
（イ）(ア)と当該飲食店の営業に関して直接又は間接の反復継続した取引がある事業者
（ウ）主に対面で個人向けに商品又はサービスの提供を行う事業者
（エ）直接、(ウ)に商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者
（オ）販売・提供先を経由して、(ウ)に商品の販売又はサービスの提供を反復継続して行う事業者

● 新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
● 今後も事業を継続する意思があること

裏面の
「支給対象となり得る
事業者の考え方」
もご覧ください

栃木県地域企業応援一時金のご案内

申請書類、申請方法等については、次のHPに掲載していますので、ご確認ください。

https://www.tochigi-ouen-ichijikin.jp/

郵送又はインターネットにより申請してください

令和３年６月18日(金) ～９月30日(木)申請期間

特例措置・
不支給要件

※ 令和3年4月又は5月の国の月次支援金の給付を受けた事業者又は給付を受ける予定がある事業者
は、支給対象外です。その他の不支給要件については、申請要領をご確認ください。

※ 事業承継・新規開業等の特例措置があります。詳細は、申請要領をご確認ください。

https://www.tochigi-ouen-ichijikin.jp/


支給対象となり得る事業者の考え方

食器・調理器具・店舗の備品・
消耗品を販売する事業者 等

惣菜製造業者、食肉処理・製
品業者、水産加工業者、飲料
加工事業者、酒造業者 等

接客サービス業者、清掃事業者、廃
棄物処理業者、広告事業者、ソフト
ウェア事業者、設備工事業者 等

飲 食 店

業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協
・漁協、貨物運送事業者 等

農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等

飲食事業者（飲食店、喫茶店等）、宿泊事業者（ホテル、旅館等）、旅客運送事業者（タクシー、バス
等）、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者（博物館、美術館、動物園、植物
園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団、映画館、カラオケ等）、小売事業者（土産物店、
雑貨店、アパレルショップ等）、対人サービス事業者等（理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨
院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等） 等

食品・加工製造業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出
演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等

ア

イ

ウ

エ・オ

流通関連事業者

上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者

主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者

飲食店・器具・備品等の生産者

食品加工・製造業者 器具・備品事業者 サービス事業者

支給対象となり得る事業者の具体例

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、

飲食店又は飲食店と取引のある事業者の方

飲食店を経営しているか？

はい
（ア）

対象となり得ます 対象外

いいえ
飲食店と直接または間接の取引があるか？

はい
取引は反復継続か？

いいえ

はい
（イ）

いいえ

その他の事業者の方

主に対面で個人向けに商品やサービスを
提供しているか？

はい
（ウ）

対象となり得ます 対象外

いいえ
直接又は販売・提供先を経由して、(ウ)に商品の販売

又はサービスの提供を行う事業者か？

はい
商品の販売又はサービスの提供は

反復継続か？
いいえ

はい
（エ・オ）

いいえ



(HEPAフィルターによるろ過式かつ、風量が毎分5㎥程度以上のもの。

県内中小企業者等（宿泊事業者を除く）の皆様に対して、新型コロナウイルス
感染症対策に要する経費の一部を補助します。
※宿泊事業者の皆様は「宿泊事業者感染症対策支援補助金」をご活用ください。

公募期間 :令和３(2021)年６月18日(金)午前10時から
８月31日(火)午後５時まで

(事業実施終了期限：令和３(2021)年12月17日(金)) ※申請額が予算上限に達し次第終了

補助額・対象経費
補助上限額 ３００万円(下限10万円)
補 助 率 ２／３以内

重

要

● Ｒ３.４.１以降に発生（見積り・発注）した
経費が対象となります。

● Ｒ３.12.17までに営業を開始した店舗等が
対象です。

申請時の注意事項 補助金ポータルサイト
https://www.tochigi-kansentaisaku.com

事業 事業区分 補助率 補助金額

新しい生活様式
への対応に必要
な機器整備

(1)不特定多数が出入りする場所への自動検温サーマルカメラ、
パーテーション、二酸化炭素濃度測定器及び空気清浄機
※の設置

２
／
３
以
内

10～100万円

(2)キャッシュレス決済、セルフレジ、自動精算機の導入 10～100万円

(3)セルフオーダーシステム、セルフチェックインシステムの導入 10～100万円

(4)券売機、整理券発行機の導入 10～100万円

非対面型ビジネ
スモデルへの転換

(5)デリバリー、移動販売に必要な専用車両の購入 10～ 50万円

(6)ECサイトの構築 10～100万円

● 交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合、補助金は受
け取れません。

● 「令和２年度栃木県地域企業再起支援事業費補助金」、「栃木県地域企業感染症対策
支援補助金(第１～２回)」の交付決定を既に受けている事業者も申請できます。

● 「地域企業感染症対策 施設等 支援補助金」の申請者も申請できます。
● 国、県、市町等公的機関が助成する他の制度と重複（同一品目を両方の補助事業に申
請）する事業は補助対象となりません。

オンライン申請が必要です。

申請はポータルサイトからオンラインのみで受け付けます。
公募要領、Q&Aを必ずご覧ください。
「新型コロナ感染症防止対策取組宣言」などの感染症対策への協力が条件です。
飲食店は、実績報告書の提出までに「とちまる安心認証」を取得することが条件です。

栃木県宿泊事業者感染症対策支援補助金

※注意 申請には、「ＧビズＩＤ プライム アカウント」が必要です。

※HEPAフィルターによるろ過式かつ、風量が毎分5㎥程度以上のものに限る。



申請手続の流れ

地域企業感染症対策支援補助金事務局
TEL 028-678-6815 FAX 028-678-6816
〒320-0806 宇都宮市中央２丁目５－12 TUビル２階
ポータルサイト https://www.tochigi-kansentaisaku.com

事業スキーム

●「オンライン相談会」の申込や「オンライン申請サポート会場」の利用
・ポータルサイト上又は電話でご予約ください。
（県央、県南、県北会場 要予約）

●お電話でのお問い合わせ
・月～金曜日（祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く）
・９：００～１２：００／１３：００～１７：００

請
求
書
提
出

補
助
金
交
付

②一括手続【全て既に購入し、支払済みの場合】
（交付申請書、計画申請書及び実績報告書をまとめて送信し、採択・交付決定と

額の確定を一連で行います。）

①通常手続【一部未購入、支払未了がある場合】
（交付申請書、計画申請書をまとめて送信し、採択・交付決定後、改めて実
績報告書を提出します。）

検
査
・
確
定

計
画
申
請
書
提
出

交
付
申
請
書
提
出
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査
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提
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告
書
提
出
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提
出
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書
提
出

採
択
・
交
付
決
定

審
査

県

র
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੫
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報告

栃木県内に事業所を有する中小企業者等（商工
業者）であり、株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社、特例有限会社、個人事業主、中小企
業組合、商店街振興組合、士業法人が対象です。
※宿泊事業者、医師、歯科医師、助産師、系
統出荷による収入のみである個人農業者、一
般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗
教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法
人、社会福祉法人、任意団体等は補助対象と
なりません。

●パソコンをお持ちでないなど、オンライン申請
が困難な場合には、
「オンライン申請サポート会場」（予約制）

をご利用いただけます。
詳細は下記事務局まで
お問い合わせください。

オンライン申請
のサポート

●本補助金の申請には、「ＧビズＩＤプライ
ムアカウント」の取得が必要です。

●予めＧビズＩＤプライムアカウントの取得手
続を行ってください。

●アカウントの取得には数週間かかります。
【ＧビズＩＤ事務局】
0570-023-797                        
https://gbiz-id.go.jp/top/



地域企業感染症対策 施設等 支援補助金のご案内

県内中小企業者等（宿泊事業者を除く）の皆様に対して、感染拡大防止に
係る改装等に要する経費の一部を補助します。
※宿泊事業者の皆様は「宿泊事業者感染症対策支援補助金」をご活用ください。

公募期間 :令和３(2021)年６月25日(金)午前10時から
８月31日(火)午後５時まで

(事業実施終了期限：令和３(2021)年12月17日(金)) ※申請額が予算上限に達し次第終了

補助額・対象経費
補助上限額 ５００万円(下限30万円)
補 助 率 ２／３以内

● Ｒ３.４.１以降に発生（見積り・発注）した
経費が対象となります。

● Ｒ３.12.17までに営業を開始した店舗等が
対象です。

補助金ポータルサイト
https://www.tochigi-kansentaisaku.com

※注意 申請には、「ＧビズＩＤ プライム アカウント」が必要です。

オンライン申請が必要です。

● 交付決定を受けても、定められた期日までに実績報告書等の提出がない場合、補助金は受け
取れません。

● 「令和２年度栃木県地域企業再起支援事業費補助金」、「栃木県地域企業感染症対策
支援補助金(第１～２回)」の交付決定を既に受けている事業者も申請できます。

● 「第３回地域企業感染症対策支援補助金」の申請者も申請できます。
● 国、県、市町等公的機関が助成する他の制度と重複（同一工事等を両方の補助事業に申
請）する事業は補助対象となりません。

重

要

申請時の注意事項
申請はポータルサイトからオンラインのみで受け付けます。
公募要領、Q&Aを必ずご覧ください。
「新型コロナ感染症防止対策取組宣言」などの感染症対策への協力が条件です。
飲食店は、実績報告書提出までに「とちまる安心認証」を取得することが条件です。

１１１

事業 事業区分 補助率 補助金額

施設改装
工事

⑴不特定多数が出入りする（⑵以下同じ）客室等の個室化に
必要な改装（隔壁等の設置工事を含む）

２
／
３
以
内

30～300万円
⑵接触機会の低減を目的としたレイアウト変更（来客者の導線
改善及び座席の間隔を確保する工事等）

⑶テラス席の設置に必要な工事（床、建具工事等）
※不動産の取得となる工事を除く。

空気調和設
備・換気設備
の設置

⑷空気調和設備・換気設備の設置
※単なる老朽化等によるものを除く。 30～200万円

栃木県宿泊事業者感染症対策支援補助金



申請手続の流れ

地域企業感染症対策 施設等 支援補助金事務局
TEL 028-612-8950 FAX 028-612-8951
〒320-0806 宇都宮市中央２丁目５－12 TUビル２階
ポータルサイト https://www.tochigi-kansentaisaku.com

事業スキーム

●「オンライン相談会」の申込や「オンライン申請サポート会場」の利用
・ポータルサイト上又は電話でご予約ください。
（県央、県南、県北会場 要予約）

●お電話でのお問い合わせ
・月～金曜日（祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く）
・９：００～１２：００／１３：００～１７：００

請
求
書
提
出

補
助
金
交
付

②一括手続【全て既に購入し、支払済みの場合】
（交付申請書、計画申請書及び実績報告書をまとめて送信し、採択・交付決定と

額の確定を一連で行います。）

①通常手続【一部未購入、支払未了がある場合】
（交付申請書、計画申請書をまとめて送信し、採択・交付決定後、改めて実
績報告書を提出します。）
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補助金事務局

受付・審査・完了検査

申請・提出

決定・交付・支払

報告 ●パソコンをお持ちでないなど、オンライン申請
が困難な場合には、
「オンライン申請サポート会場」（予約制）

をご利用いただけます。
詳細は下記事務局まで
お問い合わせください。

オンライン申請
のサポート

●本補助金の申請には、「ＧビズＩＤプライ
ムアカウント」の取得が必要です。

●予めＧビズＩＤプライムアカウントの取得手
続を行ってください。

●アカウントの取得には数週間かかります。
【ＧビズＩＤ事務局】
0570-023-797                        
https://gbiz-id.go.jp/top/

栃木県内に事業所を有する中小企業者等（商工
業者）であり、株式会社、合名会社、合資会社、
合同会社、特例有限会社、個人事業主、中小企
業組合、商店街振興組合、士業法人が対象です。
※宿泊事業者、医師、歯科医師、助産師、系
統出荷による収入のみである個人農業者、一
般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗
教法人、NPO法人、学校法人、農事組合法
人、社会福祉法人、任意団体等は補助対象と
なりません。











































中小企業者の皆様が、事業承継に向け、

専門家を活用する場合の経費の一部を助成します。

対象経費

栃木県事業承継支援補助金のご案内

主な事業区分

補助上限額

M&A
親族内承継・
従業員承継

◎株式等の相続税・贈与税の申告書類の作成を委託した場合の経費
※申告業務のうち、申告書類作成業務を専門家に委託した場合の経費

50万円 50万円

◎株価など企業価値の算定を委託した場合の経費
企業価値の算定や贈与税・相続税のシミュレーションを専門家に委託した場

合の経費

37.5万円 50万円

◎事業承継計画の策定を委託した場合の経費
事業承継に向けたステップを明確にするため、事業承継計画の策定を専門

家に委託した場合の経費
※ 計画の策定に当たっては中小企業庁が公表する「事業承継マニュアル」に基づき
作成してください

37.5万円 50万円

◎最終的な契約書やレビューの作成を委託した場合の経費 37.5万円 50万円

◎不動産の鑑定評価書の作成を委託した場合の経費 37.5万円 50万円

◎債務整理手続きを委託した場合の経費 37.5万円 50万円

◎代表者の変更に伴う登記等を委託した場合の経費 37.5万円 50万円

補助率 対象経費の１／２以内 、 補助上限額 50万円

弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、中小企業診断士など

申請期間

令和３年７月５日(月) ～ 令和３年11月30日(火)
※申請額が予算額上限に達し次第、募集を終了します

事業実施期間

交付決定日 ～ 令和４年２月18日(金)

対象経費の詳細についてはホームページよりご確認ください
URL：https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/2021zigyousyoukei.html 



１ 補助金交付申請書
２ 補助事業計画書
３ 経営状況等報告書
４ 誓約書
５ 栃木県税に未納がないことを証明する書類
６ 履歴事項全部証明書または住民票の写し
７ 直近１期分の決算報告書等の写し
８ 見積書の写し
９ 支援機関（※）からの推薦書
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申請書類

※
支
援
機
関

栃木県内に所在する商工会

栃木県内に所在する商工会議所

栃木県内に本支店を有する金融機関

栃木県信用保証協会

栃木県事業承継・引継ぎ支援センター

栃木県中小企業再生支援協議会

公益財団法人栃木県産業振興センター

申請書類はHPよりダウンロードいただけます

※ 申請に当たっては、HPに掲載されている公募要領を必ず御覧ください。

※ 実績報告書は、必ず令和4年２月28日(月)17時まで（必着）に事
業承継補助金事務局宛てに提出してください。

申請手続きの流れ

〒320-0806 宇都宮市中央３－１－４

事業承継支援補助金事務局（宇都宮商工会議所）
TEL 028-637-3131
E-MAIL jigyoushoukei@u-cci.or.jp

※受付時間：月曜日から金曜日（祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く）
午前９時から午後５時まで

補助対象者

県内に本店または主たる事業所を有する中小企業者
※M&Aの場合、譲渡側（売り手）であること

申請・お問合せ先 以下の事務局宛てに郵送またはメールにより申請してください















相 談 窓 口 一 覧

情 報 収 集 に 関 す る こ と

ミラサポp l u s 補 助金・助成金
中 小 企 業 支 援 サ イ ト

国や都道府県が行っている施策、支援者
及び支援機関の検索、支援事例等 「ミラサポplus」で検索

WEBサイト名 調べられる内容（主なもの） 検　索　方　法

宇 都 宮 商 工 会 議 所 当商工会議所が行っている事業全般 「宇都宮商工会議所　ホームページ」で検索

栃 木 県 ／ 事 業 者 向 け 情 報 栃木県の入札情報、事業支援 「栃木県　事業者向け情報」で検索

宇都宮市（事業者・各種団体向け支
援情報）／（中小企業のために）

宇都宮市が行う新型コロナ関連施策 「宇都宮市　事業者向け情報」で検索

宇都宮市が行う支援施策、資金繰り 「宇都宮市　中小企業者のために」で検索

J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト 都道府県、各市町村が行う支援施策 「j-net21 中小企業ビジネス支援サイト（中小機構）」
で検索

e-中小企業ネットマガジン配信サービス 中小企業支援施策・関連情報 「e-中小企業　配信」で検索

【経営課題の解決へ】経営のヒント 経営課題の解決事例 「経営のヒント」で検索

E-SODAN～いつでも経営相談～ 経営全般（チャット形式） 「E-SODAN」で検索

経 済 産 業 省 の W E B サ イト 国の支援施策 「経済産業省」で検索
LINEアカウント：@meti_chusho

中 小 企 業 庁 中小企業支援施策 「中小企業庁」で検索
Twitterアカウント：@meti_chusho

ミ ラ サ ポ p l u s 会員登録の方法、その他使い方など ミラサポplusコールセンター
☎050-5370-4340　9:00～17:00（平日）

宇 都 宮 商 工 会 議 所 経営全般 宇都宮商工会議所
☎028-637-3131　8:30～17:15（平日）

相　談　窓　口 相談できる内容（主なもの） 問　い　合　わ　せ

栃 木 県
新型コロナウイルスに関連する経営相談 生活相談センター

☎028-623-2826　8:30～17:00（平日）

資金繰り 経営支援課 金融担当
☎028-623-3181　8:30～17:00（平日）

栃 木 県 産 業 振 興 セ ン タ ー 創業、新商品開発 代表電話
☎028-670-2600　9:00～17:00（平日）

栃 木 県 よ ろ ず 支 援 拠 点 経営全般 経営相談窓口
☎028-670-2618　9:00～17:00（平日）

宇 都 宮 市 宇都宮市の支援施策、資金繰り 経済部 商工振興課
☎028-632-2433　8:30～17:15（平日）

日 本 政 策 金 融 公 庫 資金繰り 国民生活事業　☎028-634-7141　9：00～17：00
中小企業事業　☎028-636-7171　9：00～17：00

日 本 商 工 会 議 所 小規模事業者持続化補助金（一般型） 小規模事業者持続化補助金事務局
☎03-6747-4602　9:30～12:00/13:00～17:30（平日）

全 国 商 工 会 連 合 会 小規模事業者持続化補助金
（低感染リスク型ビジネス枠）

持続化補助金低感染リスク型コールセンター
☎03-6731-9325　9:30～17:30（平日）

全 国 中 小 企 業 団 体 中 央 会
地域企業感染症対策支援補助金 地域企業感染症対策支援補助金事務局

☎028-678-6815　9:00～12:00/13:00～17:00（平日）

ものづくり補助金 ものづくり補助金事務局サポートセンター
☎050-8880-4053　10:00～17:00（平日）

（一社）サービスデザイン推進協議会 IT導入補助金 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター
☎0570-666-424　9:30～17:30（平日）

株 式 会 社 パ ソ ナ
事業再構築補助金（制度全般） 制度全般に関するコールセンター

☎0570-012-088/03-4216-4080　9：00～18：00（平日）

事業再構築補助金（電子申請について） 電子申請の操作方法についてのコールセンター☎050-8881-6942　9：00～18：00（平日）

経 済 産 業 省
GビズIDの取得 コールセンター

☎0570-023-797　9:00～17:00（平日）

どこに相談したらよいかわからない場合 代表電話
☎03-3501-1511

※掲載内容は令和3年5月現在です。その後の掲載内容については
　当商工会議所ホームページで随時更新しています。

情報収集について


